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三浦市議会議員政治倫理審査会記録（第13回） 

○日  時  令和４年４月12日 午前10時28分～午前10時32分 

午前11時04分～午前11時12分 

○場  所  第一会議室 

○審査事項  政治倫理基準違反の行為の存否について 

○出席委員  委 員 長  出 口 眞 琴 

       副委員長  溝 川 幸 二 

       委  員  寺 田 一 樹、鈴 木 敏 史、長島満理子、小 林 直 樹、神田眞弓 

○調査対象議員      藤 田  昇 

○出席議会事務局職員   下田 学議会事務局長、福田正雄議会総務課長、 

長島ひろみ議事グループリーダー 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長  おはようございます。ただいまより三浦市議会議員政治倫理審査会を開きます。 

 初めに申し上げます。報道関係者から写真撮影の申出がありました。許可いたしますので、会

議の支障とならない範囲でお願いいたします。 

 今回も引き続き政治倫理基準違反の行為の存否についての審査を進めてまいりますが、本日は、

この協議に先立ちまして当該議員の意見をお聞きすることといたします。 

 それでは、藤田議員の出席を求めます。 

［藤田 昇議員 着席］ 

〇委員長  政治倫理条例施行規程第８条では、当該議員に意見を述べる機会を与えることになっ

ております。 

 このたびの調査請求に関しまして、藤田議員からのご意見があれば述べていただきたいと思い

ます。 

〇藤田議員  おはようございます。昨年３月の第１回定例会の都市厚生常任委員会での陳情審査

の際の質疑における私の発言が思いがけなくも陳情者の方に恐怖心を感じさせてしまうような発

言となってしまい、改めて心よりおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 

 また、政治倫理審査会が編成され、長きにわたる審査が行われ、政治倫理審査会の各委員の皆

様には多大なご心労、ご負担をおかけしましたことに心よりおわびを申し上げます。誠に申し訳

ありませんでした。 

 今後、改めて三浦市議会議員政治倫理条例の趣旨を深く心にとどめ、市民のための三浦市議会

議員として努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

〇委員長  ありがとうございました。それでは、藤田議員にはご退席いただいて結構です。ご苦
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労さまでした。 

［藤田 昇議員 退席］ 

〇委員長  この際、議事の都合により暫時休憩いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇委員長  再開いたします。 

 休憩前の藤田議員に発言に対し、質疑の申出がありましたので、再度、藤田議員の出席を求め

ます。 

［藤田 昇議員 着席］ 

〇委員長  それでは、質疑をお願いします。 

〇委員  今日で審査会13回目で、長くかかっているんですけど、最終のところに差しかかってい

るので、２点ほど確認をさせていただきます。 

 違反行為の存否をずっと審査していたんですけれど、政治倫理基準違反の行為があったのかど

うかというのを確認したいんですけど、先ほど陳情者に対して心よりおわびする、申し訳ない、

審査会に対しても心よりおわびする、申し訳ないというふうに言われているんですけど、藤田議

員としては倫理基準違反の行為があったと認めるんですかね。 

〇藤田議員  今、政治倫理審査会を行っていただいております。政治倫理審査会の審査に委ねて

いきたいと思っております。 

〇委員  委ねたいというのは、藤田議員としては違反があったとも、なかったとも考えていない

ということなんですか。 

〇藤田議員  政治倫理審査中ですので、私の判断では……。発言は控えたいと思います。 

〇委員  最終的にはね、この審査会が判断することだと思うんですよ。ただ、その判断する材料

として、藤田議員自身が政治倫理基準に違反していると思っているのか、認めているのか認めて

ないのかっていうことを知りたいんですけれど。 

〇藤田議員  今お話ししたように審査会の判断が、今審査中ですので。先ほど、陳情者に対して

はもちろん謝罪したい気持ちは変わっておりません。皆さんにも先ほど謝罪させていただいた形

です。 

〇委員  わかりました。そういう答えをしているということだと、私は違反していると思うんで

すけれど、藤田議員は明言をしていないということになります。 

 もう一つ。請求者に対して心よりおわび申し上げます、申し訳ございませんでしたっていうの

は、まあ何回もね、聞いているんですけれど、前回、第９回目が11月にあって、これ藤田さんが

対象で、その次が、調査請求者が１月ですかね、来ていただいて話を聞いたんですけれど、その

後ですね。１月のときには調査請求者の発言として、代理人を通しても話合いをするっていうよ

うなことだとか、質問の中で、メールだとか手紙でも謝罪ができるんじゃないか、なんていうや

り取りも、９回目のときかな、あったと思うんですけれど。その後、請求者に対して謝罪はした
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んですか。 

〇藤田議員  １月の時点で請求者の方がやはりまだ私に対して……。その前に委員長と一緒にご

自宅のほうに謝罪に行かせていただいたんですが、まだ会える状況じゃないっていうことで、そ

の後、請求者の方のお話をお伺いして、まだ私が謝罪に行ける状況じゃないっていうことで時間

を置いております。いずれ、しっかり謝罪をしていきたいと思う気持ちは変わりございません。 

〇委員  10回目、１月24日、議事録でいうと２ページですかね。治療費のこともあるので代理人

を立ててほしいとお願いしていますっていうくだりがあるんですよ、調査請求者から。それと、

先ほども言いましたけれど、一方的にはなりますけれど例えばメールだとか手紙だとかという手

段もあって、その謝罪をするという、１月からだと３か月、その前の９回、11月からだと５か月

あって、その間、何の謝罪もしていないっていうことはよくわかりました。 

 以上です。 

〇委員長  他に。（「なし」の声あり） 他になければ、藤田議員にはご退席いただいて結構で

す。ご苦労さまでした。 

［藤田 昇議員 退席］ 

〇委員長  本日の審査は、以上で終了いたします。 

 次回の開催日時については、正副委員長で協議の上、通知いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、以上で三浦市議会議員政治倫理審査会を散会いたします。ご苦労さまでした。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


